
（令和 8 年度に交付申請を行うことが困難で、令和 9 年度に対象経費が発生する可能性がある方） 
有田市結婚新生活支援事業補助金 確認シート 
 

◎要件のチェック 
チェック 対象者について 

□ 令和８年１月１日から令和８年１２月３１日までの間に婚姻届けを提出した 
□ 婚姻届提出時に、夫婦ともに３９歳以下である 
□ 夫婦ともに有田市に住所があり、在住している 
□ 夫婦および同じ世帯の者に滞納がない 
□ 夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業の補助（他団体からの補助を含む）を受けたことがない 
□ 夫婦および同じ世帯の者は、暴力団員等や暴力団員と密接な関係を有していない 
□ 夫婦ともに別紙記載のいずれかの講座等を受講した 

   
◎対象経費のチェック 
令和８年４月１日から令和 10 年３月３１日までに支払った下記経費が対象です。 
（上限３０万円 / ※夫婦ともに婚姻時２９歳以下である場合、上限６０万円） 
チェック 対象経費について 

□ 住居を購入した場合 
建物の新築費用、購入費用 
※リフォーム費用は除く 

□ 住居を賃借した場合 
物件の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料 
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は経費から減額 

□ 引越しした場合 
引越し費用 
※引越し業者・運送業者への支払いが対象。不用品処分費やレンタカー代は対象外。 

   
◎必要書類のチェック 
資格認定申請（令和９年３月３１日〆） 
 
チェック 書類名等 

□ 資格認定申請書（様式第１号） 
□ 誓約書兼確認書（様式第２号） 
□ 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 ※コピー不可 
□ 住所地を確認できる本人確認書類等のコピー（夫婦２人分） 

□ 申請者夫婦の直近の課税証明書 
※課税年度の１月１日時点に住所地があった役場で発行されます。※コピー不可 

□ 令和 7 年中の貸与型奨学金の返済を確認できる書類（貸与型奨学金を返済している場合に限る。） 
   

  



 

 

 

 
 

① 資格認定申請 

（令和９年３月３１日〆） 

② 交付申請（令和 10 年３月３１日〆） 

R８.4.1 
R10.3.31 

 ●令和８年度に支払った経費を、令和９年度にまとめて申請することはできません。 

●令和 8 年度中に経費が発生する場合は、令和 9 年 2 月頃までに必ずご相談ください。 

 現在対象となる経費が発生していなくても、令和９年３月３１日までに対象経費が発生する可能性がある方は、 

令和９年３月３１日までに必ず資格認定申請を行ってください。 

婚姻届を提出 

補助対象期間 

対象経費を支払った後、 

年度毎に交付申請を行う。 

（上限 30 万円 / 

※夫婦ともに婚姻時２９歳 

以下である場合、上限６０万円） 

令和８年度 令和９年度 
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